
介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表

●適用開始日は、今回変更のあった項目のみご記入くだ
さい。（日付はR7.4.1～になります。）
●多機能型の場合、「定員規模」は複数サービス種類の
利用定員の合計数に応じた区分に丸を付けてください。
「多機能型等定員区分」はサービス種類毎または単位毎
の利用定員に応じた区分に丸を付けてください。
例）生活介護２０人、就Ｂ２０人の場合、生活介護の
「定員規模」は「31人以上40人以下」、多機能型定員区
分は「20人以下」となります。
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